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は
じ
め
に

総
務
省
の
統
計
に
よ
る
と
、
日
本
の
総
人
口
は
２
０
１
８（
平
成
30
）年
４
月
に
発
表
さ
れ
た
２
０
１
７（
平
成
29
）年
10
月
１
日
現
在
の

推
計
は
約
１
億
２
６
７
０
万
人
で
、
こ
の
う
ち
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
同
３
５
１
５
万
人
と
総
人
口
の
27
・
７
％
を
占
め
、
世
界
一
高
齢

の
国
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
毎
年
約
１
３
０
万
人
が
死
亡
し
て
い
る
。「
多
死
社
会
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
社
会
は
今
後
、
さ
ら
に
顕
著
と
な
る
も
の
の
、
総
人
口
は
合
計
特
殊
出
生
率
が
低
迷
し
た
状
態
で
推
移
す

る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
２
０
３
０
年
に
は
総
人
口
が
１
億
１
６
６
２
万
人
に
減
少
す
る
反
面
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
同
３
６
８
５
万
人

に
増
加
す
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
総
人
口
の
31
・
６
％
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
、
５
人
に
１
人
は
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
と
な
る
見
込
み
で
、

年
金
や
医
療
、
介
護
、
子
育
て
な
ど
の
社
会
保
障
給
付
費
が
今
後
も
増
大
の
一
途
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
と
地
方
の
債
務
残
高
は

２
０
１
８（
平
成
30
）年
現
在
、
約
１
１
０
７
兆
円
と
世
界
屈
指
の
〝
借
金
大
国
〞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
政
府
は
そ
の
財
源
を
調

達
す
べ
く
、
消
費
税
の
増
税
や
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
繰
り
下
げ
、
医
療
費
の
自
己
負
担
の
引
き
上
げ
の
一
方
、
在
宅
医
療
の
普
及
や

「
要
介
護
３
」
以
上
の
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム：

特
養
）
の
入
所
に
限
定
す
る
な
ど
給
付
の
抑
制
に
躍
起
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
高
齢
者
が
に
わ
か
に
関
心
を
高
め
て
い
る
の
が
定
年
退
職
後
の
老
後
の
生
活
と
死
へ
の
準
備
、
い
わ
ゆ
る
老
活
と
終
活
で
あ

る
。
折
し
も
現
役
世
代
の
約
４
割
は
非
正
規
労
働
者
で
厳
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
半
面
、
団
塊
世
代
な
ど
高
齢
者
は
比
較
的
裕
福

で
、
日
本
銀
行
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
金
融
資
産
は
２
０
１
７（
平
成
29
）年
12
月
現
在
、
総
額
約
１
８
８
０
兆
円
で
、
う
ち
同
１
０
０

０
兆
円
は
60
歳
以
上
の
高
齢
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
高
齢
者
世
帯
の
約
４
割
が
一
世
帯
当
た
り
２
０
０
０
万
円
以
上
の
金
融

資
産
を
持
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
者
に
対
し
、
官
民
が
こ
ぞ
っ
て
個
人
年
金
や
生
命
保
険
、
民
間
介
護
保
険
な
ど

へ
の
加
入
に
よ
る
自
助
努
力
を
吹
聴

ふ
い
ち
ょ
うす
る
一
方
、
金
融
機
関
や
寺
院
、
葬
祭
業
者
な
ど
も
財
産
管
理
や
生
活
用
品
の
整
理
、
遺
言
、
相
続
、



ii

葬
儀
、
墓
守
な
ど
老
活
や
終
活
に
関
わ
る
新
聞
の
広
告
記
事
や
折
り
込
み
チ
ラ
シ
、
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
電
話
、
無

料
セ
ミ
ナ
ー
、
相
談
会
な
ど
を
通
じ
、
売
り
込
み
に
躍
起
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
ま
と
め
に
よ
る
と
、
２
０
１
７（
平
成
29
）年
度
、
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

寄
せ
ら
れ
た
相
談
は
金
融
商
品
へ
の
投
資
や
健
康
食
品
の
送
り
付
け
な
ど
を
中
心
に
計
約
94
万
件
、
ま
た
、
警
察
庁
の
調
査
に
よ
る
と
、

刑
法
犯
認
知
件
数
の
う
ち
、
高
齢
者
が
被
害
者
と
な
っ
た
件
数
は
２
０
１
６（
平
成
28
）年
現
在
、
振
り
込
め
詐
欺
や
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム

な
ど
を
中
心
に
同
11
万
件
に
上
っ
て
お
り
、
と
も
に
注
意
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

そ
こ
で
、
善
良
な
高
齢
者
が
「
老
後
の
ト
ラ
の
子
」
で
あ
る
年
金
や
預
貯
金
、
退
職
金
、
不
動
産
な
ど
を
浪
費
せ
ず
、「
確
か
な
老
活
」、

「
後
悔
し
な
い
終
活
」
の
た
め
、
政
府
な
ど
公
的
な
デ
ー
タ
や
筆
者
の
過
去
約
30
年
に
わ
た
る
社
会
保
障
の
研
究
実
践
、
不
動
産
取
り
引
き
、

老
親

ろ
う
し
ん

の
介
護
や
死
別
に
伴
う
葬
儀
、
相
続
、
墓
守
、
登
記
な
ど
の
経
験
を
踏
ま
え
、
そ
の
ウ
ソ
を
見
抜
き
、
ホ
ン
ト
の
実
像
を
示
し
て
具

体
的
な
対
応
法
を
ま
と
め
た
。
そ
の
う
え
で
、「
老
活
・
終
活
の
ポ
イ
ン
ト
５
」
と
題
し
、
こ
れ
か
ら
老
活
や
終
活
を
実
践
す
る
に
あ
た
り
、

必
要
な
自
分
の
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
（
年
表
）
や
消
費
者
運
動
へ
の
関
わ
り
な
ど
の
善
後
策
を
５
つ
に
ま
と
め
た
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
が
老

活
や
終
活
に
関
心
を
持
つ
多
く
の
読
者
諸
兄
姉
の
お
役
に
立
て
ば
こ
れ
に
ま
さ
る
喜
び
は
な
い
。

な
お
、
老
活
や
終
活
の
実
践
に
あ
た
り
、
ご
相
談
が
あ
れ
ば
本
書
に
差
し
込
ん
で
あ
る
「
愛
読
者
無
料
相
談
カ
ー
ド
」
に
そ
の
む
ね
お

書
き
の
う
え
、
大
学
教
育
出
版
編
集
部
「
老
活
・
終
活
の
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
70
」
係
ま
で
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
責
任
を
も
っ
て
お
答
え
し

ま
す
。

最
後
に
、
本
書
の
上
梓
に
あ
た
り
そ
の
編
集
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
大
学
教
育
出
版
社
長
の
佐
藤
守
お
よ
び
社
彩
香
両
氏
に
対
し
、

貴
重
な
紙
面
を
お
借
り
し
て
深
く
感
謝
し
た
い
。

２
０
１
９（
平
成
31
）年
３
月

社
会
保
障
学
者
・
武
蔵
野
大
学
名
誉
教
授
　
　
川
村
　
匡
由



老
活
・
終
活
の
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
70

│
デ
ー
タ
や
研
究
実
践
、
経
験
か
ら
み
た
実
像
│

目
　
次
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民
間
資
格
を
取
っ
て
起
業
で
き
る
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
ほ
と
ん
ど
が
〝
名
ば
か
り
資
格
〞
で
起
業
な
ど
困
難
で
あ
る
。…
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63

27
「
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
は
総
額
２
０
０
万
〜
３
０
０
万
円
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
相
場
が
な
く
、
業
者
次
第
で
あ
る
。…
…
…
65
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28
「
破
格
の
物
件
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
未
開
発
地
や
〝
ワ
ケ
あ
り
（
事
故
）
物
件
〞
の
た
め
、
要
注
意
で
あ
る
。
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29
「
住
み
替
え
に
も
課
税
さ
れ
る
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
３
０
０
０
万
円
以
下
な
ら
無
税
で
あ
る
。
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30
「
実
家
や
空
き
家
を
処
分
し
た
ら
課
税
さ
れ
る
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
状
況
に
よ
っ
て
は
費
用
へ
の
一
部
補
助
や

減
免
な
ど
の
措
置
が
あ
る
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31
「
家
賃
収
入
は
保
証
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
空
室
が
出
れ
ば
家
賃
な
ど
を
引
き
下
げ
ら
れ
て
減
収
と
な
り
、

経
営
不
安
に
陥
る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
76

32
「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
老
後
の
生
き
が
い
事
業
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
高
齢
者
の
老
後
の
収
入
（
賃
金
）
の

た
め
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
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33
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）
の
活
動
に
は
市
民
権
が
付
与
さ
れ
る
」
は
ウ
ソ
、

ホ
ン
ト
は
行
政
の
下
請
け
で
活
動
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
…
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…
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「
医
療
費
の
自
己
負
担
は
一
律
１
〜
２
割
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
現
役
並
み
所
得
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は
３
割
負
担
で
あ
る
。
…
…
…
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35
「
患
者
に
や
さ
し
い
開
業
医
は
信
用
で
き
る
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
儲も
う

け
主
義
の
開
業
医
も
い
る
。
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…
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36
「
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
の
医
療
費
は
高
額
療
養
費
制
度
に
も
と
づ
き
、い
っ
た
ん
全
額
を
支
払
っ
た
の
ち
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
あ
ら
か
じ
め
所
定
の
手
続
き
を
し
て
条
件
を
満
た
せ
ば
最
初
か
ら
高
額
療
養
費
制
度
内
の
負
担
で
済
む
。
…
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37
「
処
方
箋

し
ょ
ほ
う
せ
ん

に
も
と
づ
き
、
保
険
調
剤
薬
局
で
渡
さ
れ
た
薬
は
全
部
服
用
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
薬
の
飲
み
残
し
や
飲
み
忘
れ
、

大
量
放
棄
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
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「
介
護
保
険
は
介
護
の
社
会
化
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
国
民
の
自
助
化
や
民
営
化
に
よ
っ
て
形
骸

け
い
が
い

化
し
て
お
り
、

保
険
の
機
能
を
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た
し
て
い
な
い
。
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「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
は
自
由
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
市
町
村
の
要
介
護
認
定
や
介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）

次
第
で
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
制
限
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
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「
介
護
老
人
福
祉
施
設（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム：

特
養
）の
入
所
は
『
要
介
護
３
』
以
上
」
は
ウ
ソ
、

ホ
ン
ト
は
「
要
介
護
１
〜
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「
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マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
利
用
者
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に
よ
る
自
立
支
援
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
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ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
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と
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る
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あ
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予
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ス
計
画
（
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ア
プ
ラ
ン
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は
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ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
作
成
の
専
権
事
項
」
は
ウ
ソ
、

ホ
ン
ト
は
利
用
者
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そ
の
家
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も
作
成
で
き
る
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43
「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
終
身
介
護
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
介
護
が
重
度
化
す
れ
ば
退
去
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。…
…
111

44
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
（
サ
高
住
）
は
終つ

い

の
棲
家

す
み
か

」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
高
齢
者
専
用
の
賃
貸
住
宅
で
あ
る
。…
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…
114

45
「
民
間
医
療
保
険
の
見
直
し
で
医
療
保
障
の
充
実
」
は
ウ
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ン
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重
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「
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命
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険
金
は
相
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の
際
、
節
税
対
策
と
し
て
だ
れ
に
で
も
有
効
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
亡
く
な
っ
た
被
相
続
人
が

生
命
保
険
を
契
約
し
、
か
つ
被
保
険
者
で
、
受
け
取
り
人
は
法
定
相
続
人
の
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合
に
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ら
れ
る
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47
「
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亡
す
れ
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生
命
保
険
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は
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ず
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れ
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」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
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け
取
れ
な
い
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合
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る
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127

48
「
宅
地
は
丸
ご
と
相
続
税
が
課
税
さ
れ
る
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
小
規
模
宅
地
特
例
に
よ
り

相
続
税
の
課
税
価
額
の
80
％
が
減
額
さ
れ
る
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49
「
病
院
死
は
死
亡
者
の
全
体
の
８
割
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
施
設
死
や
自
宅
死
が
増
え
て
い
る
。
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134

50
「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
は
法
的
に
有
効
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
単
な
る
備
忘
録
や
連
絡
ノ
ー
ト
に
す
ぎ
ず
、

法
的
な
効
力
は
な
い
。
…
…
…
…
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…
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136

51
「
自
筆
証
書
遺
言
も
有
効
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
公
正
証
書
遺
言
や
秘
密
証
書
遺
言
し
か
法
的
な
効
力
が
な
い
。
…
…
…
…
…
…
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138
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52
「
生
前
、
介
護
な
ど
で
貢
献
し
て
く
れ
た
人
が
い
れ
ば
、
だ
れ
に
で
も
財
産
の
一
部
を
遺
言
で
寄
与
で
き
る
」
は
ウ
ソ
、

ホ
ン
ト
は
で
き
る
の
は
法
定
相
続
人
に
限
ら
れ
る
。
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53
「
成
年
後
見
制
度
の
利
用
は
無
料
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
有
料
で
あ
る
。
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143

54
「
墓
地
を
買
う
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
墓
地
を
借
り
る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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146

55
「
仏
壇
の
現
品
限
り
・
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
旧
製
品
の
在
庫
一
掃
セ
ー
ル
で
あ
る
。…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
148

56
「
葬
儀
費
用
は
全
国
平
均
で
約
２
０
０
万
円
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
青
天
井
で
あ
る
。…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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150

57
「
冠
婚
葬
祭
互
助
会
の
会
員
で
あ
れ
ば
葬
儀
費
用
は
会
員
割
引
で
利
用
で
き
る
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
式
場
や
利
用
で
き
る

コ
ー
ス
が
決
ま
っ
て
い
る
ほ
か
、
料
理
や
返
礼
品
、
火
葬
料
が
加
算
さ
れ
た
り
し
て
割
安
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
…
…
…
…
…
153

58
「『
友
引
』
の
日
の
葬
儀
は
よ
く
な
い
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
迷
信
で
、「
友
引
」
の
日
で
も
通
夜
や
葬
儀
を
執
り
行
う

と
こ
ろ
も
あ
る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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155

59
「
香
典
返
し
（
返
礼
品
）
は
必
要
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
贈
り
主
の
意
向
や
金
品
の
額
な
ど
に
よ
っ
て
は
必
要
な
い
。
…
…
…
…
…
156

60
「
お
布
施
は
全
国
平
均
で
20
万
〜
30
万
円
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
寺
院
や
僧
侶
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
158

61
「
戒
名
（
法
名
・
法
号
）
は
必
要
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
な
く
て
も
構
わ
な
い
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
160

62
「
散
骨
は
自
由
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
特
定
地
域
に
限
り
可
能
で
あ
る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
161

63
「
亡
く
な
っ
た
人
の
お
墓
は
必
要
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
遺
骨
を
墓
に
納
骨
す
る
義
務
は
な
い
た
め
、
建
て
な
く
て
も
よ
い
。…
…
163

64
「
身
寄
り
の
な
い
人
が
死
亡
す
れ
ば
先
祖
代
々
の
墓
の
管
理
料
を
支
払
う
人
が
い
な
く
な
る
た
め
、
遺
骨
は
捨
て
ら
れ
る
」

は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
管
理
料
を
支
払
え
な
く
て
も
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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164

65
「
検
体
は
だ
れ
で
も
で
き
る
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
正
常
な
解
剖
が
不
適
当
だ
っ
た
り
、
長
期
保
存
が
で
き
な
か
っ
た
り
、

遺
族
や
遺
骨
の
引
き
取
り
手
が
い
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
は
で
き
な
い
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
166

66
「
臓
器
提
供
は
だ
れ
で
も
で
き
る
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
年
齢
制
限
や
家
族
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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「
相
続
税
の
申
告
や
不
動
産
登
記
は
専
門
家
で
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い
と
で
き
な
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は
ウ
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ホ
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動
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記
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く
て
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は
ウ
ソ
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ホ
ン
ト
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有
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移
転
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け
れ
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そ
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ホ
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。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
174

70
「
法
要
や
法
事
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要
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は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
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縮
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で
き
る
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す
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セ
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1

１
「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
「
人
生
70
〜
90
年
時
代
」
で
あ
る
。

そ
の
ワ
ケ
、
第
一
は
、
政
府
の
「
簡
易
生
命
表
」
に
よ
る
と
、
２
０
１
７（
平
成
29
）年
現
在
、
平
均
寿
命
は
男
性
が
81
・
09
歳
、
女
性
は

87
・
26
歳
で
、
か
つ
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
あ
と
何
年
生
き
る
か
、
推
計
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
た
め
、「
人
生
１
０
０
年
時
代
」

は
ウ
ソ
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
は
、
平
均
寿
命
と
は
実
は
０
歳
児
が
今
後
、
何
歳
ま
で
生
き
る
か
と
い
う
指
標
に
す
ぎ
ず
、
内
閣
府
編
『
高
齢
社
会
白
書（
平
成
30

年
版
）』
の
「
平
均
寿
命
の
推
移
と
将
来
推
計
」
に
よ
り
、
平
均
寿
命
は
本
格
的
な
少
子
高
齢
社
会
と
な
る
２
０
６
５
年
で
も
男
性
は
84
・

95
歳
、
女
性
は
91
・
35
歳
に
と
ど
ま
る
見
込
み
だ
か
ら
で
あ
る
（
図
表
１
│
１
）。

そ
し
て
、
第
三
は
、
世
界
保
健
機
関
（
W
H
O
）
の
提
唱
で
あ
る
健
康
寿
命
を
踏
ま
え
た
前
出
『
高
齢
社
会
白
書
（
平
成
30
年
版
）』
に

よ
る
と
、
日
本
人
の
健
康
寿
命
は
２
０
１
６（
平
成
28
）年
現
在
、
男
性
が
72
・
14
歳
、
女
性
が
74
・
79
歳
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
図
表
１
│
２
）。

ち
な
み
に
、
平
均
寿
命
を
市
町
村
別
で
み
る
と
、
ト
ッ
プ
は
男
性
が
横
浜
市
青
葉
区
の
83
・
30
歳
、
女
性
は
沖
縄
県
中
城

な
か
ぐ
す
く

村
の
89
・
00
歳

（
２
０
１
５
年
）、
ま
た
、
健
康
寿
命
を
都
道
府
県
別
で
み
る
と
、
ト
ッ
プ
は
男
性
が
山
梨
県
の
73
・
21
歳
、
女
性
は
愛
知
県
の
76
・
32
歳

老
活
の
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
45
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図
表
1－
1
平
均
寿
命
の
推
移
と
将
来
推
計

出
典
：
内
閣
府
H
P、
2018年
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図
表
1－
2
平
均
寿
命
と
健
康
寿
命
の
推
移

出
典
：
内
閣
府
H
P、
2018年
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（
２
０
１
６
年
）
で
あ
る
。

な
お
、
内
閣
府
『
高
齢
社
会
白
書
（
平
成
29
年
版
）』
に
よ
る
と
、
延
命
治
療
に
つ
い
て
、「
延
命
の
み
を
目
的
と
し
た
医
療
は
行
わ
ず
、

自
然
に
ま
か
せ
て
ほ
し
い
」
と
回
答
し
た
65
歳
以
上
の
患
者
は
全
体
の
91
・
１
％
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
少
し
で
も
延
命
で
き
る
よ
う
、

あ
ら
ゆ
る
医
療
を
し
て
ほ
し
い
」
と
回
答
し
た
患
者
は
同
４
・
７
％
に
す
ぎ
な
い
（
図
表
１
│
３
）。

ま
た
、
平
均
寿
命
に
は
こ
の
よ
う
な
延
命
治
療
に
よ
り
、
本
人
の
尊
厳
と
関
係
な
く
〝
生
か
さ
れ
て
い
る
患
者
〞
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
心
身
と
も
健
康
で
長
寿
で
あ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
た
め
、
延
命
治
療
に
よ
る
平
均
寿
命
の
長
命
に
は
違
和
感
を
持
つ
高
齢
者
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
や
金
融
機
関
な
ど
が
「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
盛
ん
に
吹ふ

い

聴ち
ょ
うし
て
い
る
の
は
、
少
子
高
齢
社
会
を
迎
え
、

原
則
65
歳
お
よ
び
70
歳
繰
り
下
げ
と
な
っ
て
い
る
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
、
共
済
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
を
現
在
の
65
歳
か
ら
68
歳
、
ま

た
、
そ
の
選
択
の
幅
を
現
在
の
70
歳
か
ら
70
歳
超
に
繰
り
下
げ
た
い
ほ
か
１
、
国
民
が
一
生
働
き
、
年
金
保
険
（
公
的
年
金
）
を
ア
テ
に
し

な
い
「
一
億
総
活
躍
社
会
」
を
実
現
さ
せ
、「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
失
敗
を
隠
蔽

い
ん
ぺ
い

し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
金
融
機
関
は
２
０
１
７

（
平
成
29
）年
度
末
現
在
、
約
１
８
８
０
兆
円
を
超
え
る
家
計
試
算
残
高
２
に
注
目
、
う
ち
、
約
１
０
０
０
兆
円
の
預
貯
金
を
有
す
る
高
齢
者

を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
個
人
年
金
や
民
間
医
療
保
険
の
加
入
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
）
な
ど
へ
の
入
居
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
自
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
、
遺
言
、
相
続
、
葬
祭
費
用
な
ど
を
有
力
な
シ
ル
バ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
そ
の
放
出
に
よ
る
内

需
拡
大
を
目
論

も
く
ろ

ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
１
０
０
歳
以
上
の
高
齢
者
は
２
０
１
８（
平
成
30
）年
現
在
、
６
万
９
７
８
５
人
と
こ
こ
10
年
で
ほ

ぼ
倍
増
し
て
い
る
た
め
、
万
一
、「
人
生
１
０
０
年
」
と
な
っ
て
も
老
後
に
支
障
を
来き

た

さ
な
い
よ
う
、
生
活
設
計
を
立
て
て
お
く
に
越
し
た

こ
と
は
な
い
３
。
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図
表
1－
3
延
命
治
療
に
対
す
る
考
え
方

出
典
：
内
閣
府
H
P、
2018年
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２
「
60
〜
65
歳
定
年
制
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
雇
い
止
め
や
非
正
規
雇
用
な
ど
の
た
め
、
中
途
退
職
が
続
出
、

60
〜
65
歳
の
定
年
ま
で
勤
め
る
人
は
年
々
減
っ
て
い
る
。

そ
の
ワ
ケ
、
第
一
は
、
政
府
は
２
０
１
３（
平
成
25
）年
４
月
、「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
高
年
齢
者
雇
用
安
定

法
）」
を
改
正
、
施
行
し
、
定
年
年
齢
の
65
歳
へ
の
引
き
上
げ
、
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
、
定
年
制
の
廃
止
の
い
ず
れ
か
に
改
め
る
よ
う
、

指
導
し
て
い
る
が
、
厚
生
労
働
省
の
「
平
成
27
年
度
『
非
正
規
雇
用
』
の
現
状
と
課
題
」
に
よ
る
と
、
企
業
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

（
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー：

パ
ー
ト
）
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
社
員
、
契
約
社
員
な
ど
の
非
正
規
者
を
多
数
雇
用
、
２
０
１
４（
平
成
26
）年
、
同

５
２
４
０
万
人
と
正
規
雇
用
者
の
約
４
割
に
上
っ
て
お
り
、「
60
〜
65
歳
定
年
制
」
ま
で
勤
め
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
図
表
１
│
４
）。

し
か
も
、
非
正
規
雇
用
者
の
平
均
年
収
は
約
１
７
０
万
円
（
２
０
１
６
年
）、
ま
た
、
公
益
社
団
法
人
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
の
「
平

成
27
年
度
　
介
護
労
働
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
介
護
労
働
者
の
平
均
月
収
は
22
万
４
８
４
８
円
（
賞
与
あ
り
の
場
合
、
年
平
均
42
万
４

３
９
０
円
）
と
全
産
業
の
平
均
給
与
よ
り
も
同
10
万
円
も
低
い
た
め
、
離
職
率
が
16
・
７
％
、
採
用
率
も
19
・
４
％
で
、
結
婚
や
出
産
、
子

育
て
、
老
親
の
扶
養
・
介
護
な
ど
生
活
へ
の
不
安
が
つ
の
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
非
正
規
雇
用
者
は
厚
生
年
金
や
健
康
保
険
、

雇
用
保
険
に
加
入
で
き
ず
、
老
後
や
健
康
、
雇
用
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
、
ま
し
て
60
〜
65
歳
の
高
齢
者
と
も
な
れ
ば
再
就
職
が
困
難
な

う
え
、
老
齢
厚
生
年
金
も
な
い
た
め
、
仮
に
再
就
職
で
き
て
も
在
職
老
齢
年
金
の
併
給
も
難
し
い
の
が
実
態
で
あ
る
４
。

第
二
は
、
厚
生
労
働
省
の
外
局
、
中
央
労
働
委
員
会
が
労
働
者
数
１
０
０
０
人
以
上
の
大
企
業
３
８
０
社
を
対
象
に
行
っ
た
「
平
成
27

年
退
職
金
、
年
金
及
び
定
年
制
事
情
調
査
」
に
よ
る
と
、
集
計
２
１
６
社
の
半
数
近
く
の
１
１
１
社
が
早
期
優
遇
退
職
制
度
を
導
入
し
て

い
る
。
ま
た
、
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
が
２
０
１
７（
平
成
29
）年
、「
希
望
・
早
期
退
職
者
募
集
の
実
施
調
査
」
を
し
た
結
果
、
主
な
上
場
企

業
は
25
社
、
総
募
集
人
数
は
３
０
８
７
人
で
、
う
ち
、
55
歳
以
降
、
調
査
日
時
点
で
定
年
を
希
望
し
た
者
は
男
性
が
39
・
１
％
、
女
性
も
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図
表
1－
4
非
正
規
雇
用
の
実
態

出
典
：
厚
生
労
働
省
「『
非
正
規
雇
用
』
の
現
状
と
課
題
」
2015年
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23
・
７
％
と
多
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
三
は
、
同
省
の
こ
こ
数
年
の
「
労
働
災
害
発
生
状
況
調
査
」
に
よ
る
と
、
自
殺
や
自
殺
未
遂
に
よ
り
労
働
災
害
（
労
災
）

に
認
定
さ
れ
る
若
年
お
よ
び
中
年
世
代
は
年
間
約
１
０
０
〜
１
５
０
人
に
及
ん
で
お
り
、「
60
〜
65
歳
定
年
制
」
ま
で
勤
め
上
げ
ら
れ
な
い

ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
５
。
そ
の
象
徴
が
２
０
１
５（
平
成
27
）年
、
過
労
を
苦
に
自
殺
し
た
大
手
広
告
会
社
の
元
社
員
だ
っ
た

故
高
橋
ま
つ
り
さ
ん
（
当
時
、
24
歳
）
の
自
殺
だ
が
、
同
省
の
「
人
口
統
計
調
査
」
に
よ
る
と
、
人
口
10
万
人
当
た
り
の
自
殺
死
亡
率
は

２
０
１
５（
平
成
27
）年
、
18
・
９
％
と
相
変
わ
ら
ず
多
い
。

こ
れ
に
対
し
、
公
務
員
は
２
０
１
３（
平
成
25
）年
、
45
歳
以
上
の
職
員
を
対
象
に
し
た
早
期
退
職
募
集
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
中
央
の

高
級
官
僚
は
同
年
度
、
１
０
３
５
人
、
翌
２
０
１
４（
平
成
26
）年
度
、
１
６
０
５
人
、
２
０
１
５（
平
成
27
）年
度
、
１
５
２
８
人
、
２
０

１
７（
平
成
28
）年
度
、
１
４
５
５
人
が
こ
の
制
度
を
利
用
し
、
外
郭
団
体
や
大
学
、
研
究
機
関
、
企
業
に
天
下
り
を
し
て
い
る
。

一
方
、
国
会
議
員
の
場
合
、
た
と
え
ば
自
由
民
主
党
（
自
民
党
）
は
２
０
０
０（
平
成
12
）年
、
衆
議
院
比
例
区
の
候
補
者
を
対
象
に

「
73
歳
定
年
制
」
を
設
け
た
も
の
の
、
終
身
比
例
名
簿
が
一
位
だ
っ
た
中
曽
根
、
宮
沢
元
首
相
は
80
歳
を
超
え
て
い
て
も
例
外
、
さ
ら
に
、

２
０
１
９
年
夏
の
参
議
院
選
挙
の
比
例
区
で
「
70
歳
定
年
制
」
の
対
象
と
な
る
現
職
議
員
９
人
の
う
ち
、
７
人
を
特
例
と
し
て
公
認
す
る

む
ね
確
認
し
て
お
り
６
、「
60
〜
65
歳
定
年
制
」
な
ど
ど
こ
吹
く
風
で
あ
る
。

３
「
税
金
は
累
進
課
税
」
は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は
所
得
税
率
も
相
続
税
率
も
富
裕
層
を
優
遇
し
て
お
り
、

相
変
わ
ら
ず
不
公
平
税
制
の
ま
ま
で
あ
る
。

そ
の
ワ
ケ
、
第
一
は
、
国
民
の
勤
労
の
権
利
は
日
本
国
憲
法
第
27
条
第
１
項
７
、
納
税
の
義
務
は
同
法
第
30
条
に
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る

た
め
８
、
国
民
は
生
活
保
護
の
対
象
で
な
け
れ
ば
だ
れ
で
も
毎
年
度
、
所
得
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
課
税
さ
れ
る
年
間
所
得
金



9 第１章　老活のウソ、ホント45

額
（
年
収
）
が
４
０
０
０
万
円
超
の
所
得
税
率
は
一
律
45
％
止
ま
り
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
（
図
表
１
│
５
）。

ち
な
み
に
、
東
洋
経
済
新
報
社
『
役
員
四
季
報（
２
０
１
９
年
版
）』
に
よ
る
と
、
年

間
所
得
が
１
億
円
超
の
一
部
上
場
企
業
の
役
員
は
２
０
１
６（
平
成
28
）度
、
４
８
９
人

で
、
う
ち
、
10
億
円
以
上
は
最
高
27
億
１
３
０
０
万
円
を
筆
頭
に
計
10
人
と
な
っ
て
い

る
。第

二
は
、
相
続
税
率
も
法
定
相
続
分
に
応
じ
た
所
得
金
額
が
６
億
円
超
の
場
合
、
一

律
55
％
、
ま
た
、
控
除
額
も
同
７
２
０
０
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
富
裕
層
を
優
遇
し
た

不
公
平
税
制
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
図
表
１
│
６
）。

な
お
、
政
府
は
戦
後
約
70
年
、
こ
の
よ
う
な
富
裕
層
に
対
し
、
預
貯
金
の
利
子
や
株

の
配
当
、
土
地
譲
渡
所
得
の
分
離
課
税
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
（
譲
渡
益
）
の
非
課
税

な
ど
、
ま
た
、
大
企
業
に
対
し
て
は
価
格
変
動
準
備
金
や
特
別
償
却
の
租
税
特
別
措
置

な
ど
の
優
遇
措
置
、
さ
ら
に
、
２
０
１
８（
平
成
30
）年
度
、
29
・
97
％
だ
っ
た
国
お
よ
び

地
方
の
法
人
税
実
効
税
率
を
29
・
74
％
に
引
き
下
げ
る
な
ど
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会

（
経
団
連
）
の
意
向
に
沿
っ
た
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
を
推
進
し
て
お
り
、
重
税
に
苦
し
む

庶
民
に
ま
と
も
に
向
き
合
お
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

図表1－5 年間所得金額と所得税率、控除額

課税される所得金額 税率

５％

10％

20％

23％

33％

40％

45％

あなたの所得税率・所得控除額はどのくらい？
表B

控除額

195万円以下

195万円を超え330万円以下

330万円を超え695万円以下

695万円を超え900万円以下

900万円を超え1800円以下

1800万円を超え4000万円以下

4000万円超

0円

9万7500円

42万7500円

63万6000円

153万6000円

479万6000円

479万6000円
出典：国税庁HP、2018年
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４
「
消
費
税
は
全
額
、
社
会
保
障
の
財
源
」は
ウ
ソ
、
ホ
ン
ト
は

大
半
は
赤
字
国
債
の
減
額
な
ど
の
財
源
に
支
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ワ
ケ
、
第
一
は
、
政
府
は
１
９
８
９（
平
成
元
）年
、
少
子
高
齢
社
会
に

伴
う
年
金
や
医
療
、
介
護
な
ど
の
社
会
保
障
の
財
源
が
必
要
と
な
る
な
か
、
竹
下

政
権
が
消
費
税
を
福
祉
な
ど
社
会
保
障
の
財
源
を
目
的
と
し
て
提
案
し
た
た
め
、

国
民
は
や
む
な
く
了
承
し
、
当
時
の
３
％
の
税
率
は
１
９
９
７（
平
成
９
）年
、

５
％
、
民
主
党
政
権
時
代
の
２
０
１
１（
平
成
23
）年
、「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
」
の
も
と
、
10
％
に
ま
で
引
き
上
げ
る
む
ね
自
公
民
三
党
で
合
意
し
た
の
を

受
け
、
政
権
交
代
し
た
自
公
政
権
が
２
０
１
４（
平
成
26
）年
、
８
％
に
引
き
上

げ
た
が
、
社
会
保
障
の
財
源
に
使
っ
た
の
は
全
体
の
約
１
割
に
と
ど
ま
り
、
大
半

は
国
債
の
減
額
な
ど
の
財
源
に
支
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
２
０
１
８（
平
成
30
）年
３
月
28
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で

の
政
府
答
弁
に
よ
る
と
、
消
費
税
が
５
％
だ
っ
た
２
０
１
４（
平
成
26
）年
度
、

税
収
入
約
５
兆
円
の
う
ち
、
約
５
０
０
０
億
円
と
全
体
の
約
１
割
、
８
％
だ
っ
た

２
０
１
７（
平
成
29
）年
度
、
同
８
・
２
兆
円
の
う
ち
、
１
兆
３
５
０
０
億
円
と
全

体
の
１
・
６
割
し
か
社
会
保
障
に
投
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
半
は
赤
字
国
債
の
減

額
の
財
源
な
ど
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
年
間
売
り
上
げ
高
が
１
０
０
０

図表1－6 相続税率と控除額
【平成27年１月１日以後の場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額

1,000万円以下

3,000万円以下

5,000万円以下

１億円以下

２億円以下

３億円以下

６億円以下

６億円超

10％

15％

20％

30％

40％

45％

50％

55％

50万円

200万円

700万円

1,700万円

2,700万円

4,200万円

7,200万円
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。
出典：国税庁HP、2018年
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出典：政府広報、2014年

資料1－1 消費税収入の使途に関する政府広報
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万
円
以
下
９
の
個
人
事
業
者
は
顧
客
か
ら
徴
収
し
た
消
費
税
収
入
を
納
め
な
く
て
も
よ
い
「
益
税
」
の
ま
ま
で
、
２
０
１
７（
平
成
29
）年
、

会
計
検
査
院
が
中
小
企
業
な
ど
４
６
９
９
事
業
者
を
対
象
に
検
査
し
た
と
こ
ろ
、
全
体
の
約
８
割
の
個
人
事
業
者
が
納
税
せ
ず
、
自
己
の

所
得
と
し
、
か
つ
自
民
党
の
集
票
マ
シ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
な
ど
大
ウ
ソ
だ
か
ら
で
あ
る
（
資
料
１
│
１
）。

確
か
に
、
国
お
よ
び
地
方
の
長
期
債
務
残
高
は
２
０
１
８（
平
成
30
）年
度
現
在
、
約
１
１
０
７
兆
円
に
上
っ
て
お
り
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国

内
総
生
産
）
比
は
19
・
６
％
と
世
界
最
悪
だ
が
、
政
府
の
保
有
資
産
は
約
７
０
０
兆
円
、
ま
た
、
大
企
業
の
内
部
留
保
は
同
４
４
６
兆
円
に

達
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
産
を
放
出
す
る
だ
け
で
消
費
税
を
引
き
上
げ
な
く
て
も
社
会
保
障
を
拡
充
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
10
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
消
費
税
の
引
き
上
げ
を
再
三
提
案
し
て
い
る
の
は
社
会
保
障
の
充
実
と
安
定
化
を
持
ち
出
せ
ば
国
民
も
納
得
す
る
の
で
は

な
い
か
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
財
源
の
大
半
は
赤
字
国
債
の
補
填
の
ほ
か
、
土
建
型
公
共
事
業
や
対
米
従
属
に
よ
る
防
衛
費
な
ど
に
充
て

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
安
倍
政
権
は
２
０
１
９
年
10
月
、
さ
ら
に
10
％
に
引
き
上
げ
る
構
え
だ
が
、
こ
の
税
収
入
分
の
う
ち
、
公
明
党
を
引
き
続
き

政
権
に
と
ど
ま
ら
せ
て
政
権
を
維
持
す
べ
く
、
同
党
の
主
張
で
あ
る
保
育
・
幼
児
教
育
費
の
無
償
化
の
財
源
に
し
よ
う
と
目
論

も
く
ろ

ん
で
い
る
。

し
か
も
、
２
０
１
８（
平
成
30
）年
の
消
費
税
の
使
途
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
消
費
税
収
入
の
13
兆
７
０
０
０
億
円
は
介
護
、
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
の
社
会
保
障
４
経
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
残
り
の
３
兆
９
０
０
０
億
円
は
地
方
交
付
税
交
付
金
に
回
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
図
表
１
│
７
）。

そ
し
て
、
第
三
は
、
消
費
税
は
貧
困
層
か
ら
富
裕
層
ま
で
一
律
に
課
税
さ
れ
る
た
め
、
逆
進
性
を
伴
っ
た
不
公
平
税
制
で
あ
る
と
と
も

に
、
政
権
交
代
を
遂
げ
た
自
公
政
権
は
２
０
１
２（
平
成
24
）年
、「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
別
の
抜
本
的
改
革
を
行
う

た
め
の
消
費
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
附
則
第
18
条
第
２
項
に
「
財
政
に
よ
る
起
動
的
対
応
が
可
能
に
な
る
」
む
ね
の
規
定

を
設
け
、
消
費
税
の
収
入
の
大
半
を
引
き
続
き
赤
字
国
債
の
減
額
な
ど
の
財
源
に
転
嫁
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
政
府
は
２
０
１
９
年
10
月
、
消
費
税
を
10
％
に
引
き
上
げ
る
際
、
現
在
の
８
％
か
ら
２
％
引
き
上
げ
る
だ
け
だ
と
い
っ
て
い
る
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図
表
1－
7
消
費
税
の
使
途（
平
成
30年

度
予
算
）

（
注
１
）
合
計
額
が
一
致
し
な
い
箇
所
は
端
数
処
理
の
関
係
に
よ
る
。

（
注
２
）
年
金
の
額
に
は
年
金
特
例
公
債
に
係
る
償
還
費
等
約
0.3兆

円
を
含
む
。

（
注
３
）
上
図
の
社
会
保
障
４
経
費
の
ほ
か
、「
社
会
保
障
４
経
費
に
則
っ
た
範
囲
」
の
地
方
単
独
事
業
が
あ
る
。

（
注
４
）
平
成
30年
度
予
算
に
お
け
る
社
会
保
障
の
充
実
は
消
費
税
増
収
分
1.35兆

円
と
社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
等
に
基
づ
く
重
点
化
・
効
率
化
に
よ
る
財
政
効

果
0.51兆

円
を
活
用
し
、
合
計
1.87兆

円
の
財
源
を
確
保
し
て
い
る
。

出
典
：
財
務
省
H
P、
2018年
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が
、
実
態
は
現
在
の
８
％
の
１
・
25
倍
、
す
な
わ
ち
、
25
％
の
増
税
で
あ
る
。
ま
た
、
酒
類
と
外
食
を
除
く
食
料
品
の
税
率
を
８
％
に
据
え

置
く
「
軽
減
税
率
」
と
吹
聴
す
る
一
方
、
公
明
党
が
主
張
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
発
行
を
は
じ
め
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
現
金

以
外
で
買
い
物
を
す
れ
ば
期
限
付
き
で
購
入
額
の
２
％
分
を
政
府
が
補
助
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
還
元
、
ま
た
、
自
動
車
や
住
宅
の
購
入

者
へ
の
減
税
を
検
討
し
て
い
る
が
、
軽
減
税
率
と
は
従
来
の
税
率
よ
り
も
低
く
抑
え
た
税
率
の
こ
と
を
い
う
。
こ
の
た
め
、
軽
減
税
率
は

現
行
の
消
費
税
率
で
あ
る
８
％
を
据
え
置
く
も
の
で
は
な
く
、
８
％
未
満
に
引
き
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
２
０
１
８
年
現
在
、
世
界
で
最
も
早
く
消
費
税
（
付
加
価
値
税
）
を
導
入
し
た
フ
ラ
ン
ス
は
21
・
２
％
だ
が
、
食
料
品
な
ど

は
５
・
５
％
の
軽
減
税
率
、
日
本
と
同
様
、
８
％
の
ス
イ
ス
の
軽
減
税
率
は
食
料
品
や
ア
ル
コ
ー
ル
以
外
の
飲
料
水
、
医
薬
品
、
書
籍
、
新

聞
代
な
ど
は
２
・
５
％
、
ホ
テ
ル
な
ど
の
宿
泊
費
は
３
・
８
％
と
段
違
い
の
低
さ
で
あ
る
。

ま
た
、
ポ
イ
ン
ト
の
還
元
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
が
で
き
な
い
高
齢
者
を
無
視
し
、
か
つ
業
界
寄
り
の
稚
拙
な
政
策
で
あ
る
。
そ

し
て
、
自
動
車
や
住
宅
の
購
入
者
へ
の
減
税
を
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
大
企
業
の
利
益
誘
導
以
外
の
何
物
で
も
な
い
財
界
政
党
・

自
民
党
の
「
正
体
、
見
た
り
」
で
あ
る
。

５
「
年
金
の
保
険
料
は
２
０
１
７（
平
成
29
）年
度
以
降
、
固
定
化
す
る
」
は
ウ
ソ
、

ホ
ン
ト
は
今
後
の
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
に
よ
っ
て
引
き
上
げ
が
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
ワ
ケ
、
第
一
は
、
政
府
は
、
国
民
年
金
の
保
険
料
は
２
０
０
５（
平
成
17
年
）度
か
ら
２
０
１
７（
平
成
29
）年
度
ま
で
毎
年
２
８
０

０
円
ず
つ
引
き
上
げ
る
も
の
の
、
同
年
度
以
降
、
月
１
万
６
９
０
０
円
に
固
定
す
る
と
大
見
得
を
切
っ
て
い
る
が
（
図
表
１
│
８
）、
今
後
、

少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
に
伴
う
法
改
正
に
よ
り
、
受
給
者
の
増
大
と
加
入
者
の
減
少
に
よ
る
保
険
料
の
逓
減
の
た
め
、
引
き
上
げ
が
避

け
ら
れ
な
い
見
通
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
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図表1－8 保険料水準固定方式による保険料の固定

出典：厚生労働省年金局「平成23年度年金制度のポイント」2018年
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第
二
は
、
会
社
員
は
全
国
民
共
通
の
基
礎
年
金
で
あ
る
国
民
年
金
の
ほ
か
、
厚
生
年
金
に
二
重
に
加
入
し
、
そ
の
保
険
料
は
毎
月
、
標

準
報
酬
月
額
（
ほ
ぼ
税
込
み
月
収
）
を
１
等
級
（
８
万
８
０
０
０
円
）
〜
31
等
級
（
62
万
円
）
に
当
て
は
め
、
２
０
０
５（
平
成
17
）年
度

か
ら
毎
年
０
・
３
５
４
％
引
き
上
げ
ら
れ
、
２
０
１
７（
平
成
29
）年
９
月
以
降
、
18
・
30
％
に
固
定
し
、
労
使
折
半
で
納
め
て
い
く
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
国
民
年
金
の
保
険
料
と
同
様
、
今
後
の
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
に
伴
う
受
給
者
の
増
大
と
加
入
者
の
減
少

に
よ
る
保
険
料
の
逓
減
の
た
め
、
引
き
上
げ
が
避
け
ら
れ
な
い
見
通
し
だ
か
ら
で
あ
る
（
前
出
・
図
表
１
│
８
）。

そ
し
て
、
第
三
は
、
公
務
員
や
私
立
学
校
（
私
学
）
教
職
員
も
基
礎
年
金
の
国
民
年
金
の
ほ
か
、
二
重
加
入
す
る
共
済
年
金
は
２
０
１

５（
平
成
27
）年
、
厚
生
年
金
と
一
元
化
、
統
合
さ
れ
、
厚
生
年
金
の
保
険
料
率
と
同
様
、
２
０
１
８（
平
成
30
）年
度
以
降
、
掛
金
率
を

18
・
30
％
と
固
定
さ
れ
た
も
の
の
、
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
と
同
様
、
今
後
の
年
金
財
政
の
運
営
次
第
で
は
引
き
上
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
少
な
く
と
も
５
年
に
一
度
、
保
険
料
の
給
付
と
年
金
の
負
担
を
見
直
し
、
財
政
が
均
等
と
な
る
よ
う
、
将
来
の
保
険
料
を
引
き

上
げ
る
財
政
再
計
算
は
２
０
０
４（
平
成
16
）年
、
給
与
や
物
価
の
伸
び
が
小
さ
く
、
運
用
す
る
と
年
金
額
が
下
が
っ
て
し
ま
う
場
合
、
そ

の
伸
び
を
ゼ
ロ
に
抑
え
る
べ
く
、
将
来
の
保
険
料
を
引
き
上
げ
る
年
金
給
付
水
準
自
動
調
整
方
式
（
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
率
）
を
導
入

し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
率
は
財
政
の
や
り
く
り
を
さ
も
合
理
的
、
か
つ
公
平
感
を
国
民
に
納
得
さ
せ
る
べ

く
、
と
っ
て
つ
け
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
失
政
の
結
果
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
用
学
者
を
取
り
込
ん
で
の
政
治
主
導
に
よ
る
方
便
の

た
め
、
信
用
で
き
な
い
11
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
年
金
の
運
営
に
当
た
る
特
殊
法
人
日
本
年
金
機
構
お
よ
び
外
部
の
委
託
機
関
に
よ
る
年
金

の
加
入
記
録
の
ミ
ス
や
業
務
の
コ
ス
ト
の
削
減
の
た
め
、
年
金
の
受
給
権
者
約
１
３
０
万
人
に
対
し
、
本
来
よ
り
も
少
な
い
年
金
が
支
払

わ
れ
る
な
ど
不
祥
事
が
判
明
、
２
０
１
０（
平
成
22
）年
、
社
会
保
険
庁
が
解
体
さ
れ
、
同
機
構
が
業
務
を
引
き
継
ぐ
事
態
と
な
っ
た
が
、

そ
の
後
も
改
善
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
民
の
公
的
年
金
へ
の
信
頼
は
薄
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
12
。
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６
「
社
会
保
険
料
の
労
使
折
半
は
世
界
の
趨
勢
す
う
せ
い

」
は
ウ
ソ
、

ホ
ン
ト
は
使
用
者
の
負
担
の
方
が
大
き
い
国
も
あ
る
。

そ
の
ワ
ケ
、
第
一
は
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
・
研
修
機
構
H
P
、
２
０
１
８
年
に
よ
る
と
、
社
会
保
険
料
の
労
使
の
負
担
は
日
本

が
労
使
と
も
１
０
０
０
分
の
12
・
０
１
７
、
ド
イ
ツ
も
１
０
０
０
分
の
20
・
９
８
５
と
そ
れ
ぞ
れ
折
半
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
労
働
者
が
１
０

０
０
分
の
11
・
０
で
あ
る
の
に
対
し
、
使
用
者
は
１
０
０
０
分
の
12
・
８
、
ア
メ
リ
カ
は
労
働
者
が
１
０
０
０
分
の
７
・
65
で
あ
る
の
に
対
し
、

使
用
者
は
１
０
０
０
分
の
10
・
25
、
フ
ラ
ン
ス
は
労
働
者
が
１
０
０
０
分
の
９
・
７
で
あ
る
の
に
対
し
、
使
用
者
は
１
０
０
０
分
の
32
・
０
と

な
っ
て
お
り
、
日
本
は
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
と
比
べ
る
と
低
い
。
こ
れ
は
政
治
や
経
済
が
、
戦
後
一
貫
し
て
対
米
従
属
で
、
か
つ
政
官
財

の
癒ゆ

着
に
よ
り
国
民
よ
り
も
財
界
の
利
益
誘
導
に
徹
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
図
表
１
│
９
）。

ち
な
み
に
、
東
京
証
券
取
引
所
の
一
部
上
場
の
大
企
業
を
中
心
に
約
１
６
０
０
社
で
構
成
さ
れ
、
毎
年
、
自
民
党
に
数
十
億
円
も
政
治

献
金
を
し
、
政
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
日
本
経
済
団
体
連
合
会
（
経
団
連
）
の
会
長
は
自
民
党
へ
の
政
治
献
金
を
通
じ
、
首
相

ま
で
も
操
っ
て
政
治
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
た
め
、「
財
界
総
理
」
と
揶
揄

や

ゆ

さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
は
、
財
務
省
の
「
平
成
26
年
　
法
人
課
税
関
係
（
参
考
資
料：

２
０
１
８
年
）」
に
よ
っ
て
も
対
G
D
P
（
国
内
総
生
産
）
と
比
べ

た
社
会
保
険
料
の
使
用
者
の
負
担
は
２
０
１
０
年
現
在
、
日
本
が
１
０
０
０
分
の
５
・
１
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
１
０
０
０
分
の
３
・
20
、

韓
国
は
１
０
０
０
分
の
２
・
５
、
中
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
と
も
に
１
０
０
０
分
の
２
・
８
よ
り
も
多
い
が
、
ド
イ
ツ
は
１
０
０
０
分
の

６
・
70
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
１
０
０
０
分
の
８
・
５
、
フ
ラ
ン
ス
は
１
０
０
０
分
の
11
・
３
で
、
国
民
皆
年
金
・
皆
保
険
で
な
い
「
低
福
祉
・

低
負
担
」
の
ア
メ
リ
カ
、
ま
た
、
新
興
国
の
韓
国
、
中
国
は
と
も
か
く
、
同
じ
資
本
主
義
体
制
で
あ
り
な
が
ら
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
、
さ

ら
に
は
社
会
民
主
主
義
体
制
で
「
高
福
祉
・
高
負
担
」
と
い
わ
れ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
よ
り
も
大
幅
に
低
い
か
ら
で
あ
る
。
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な
お
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
香
港
、
ス
イ
ス
と
並
び
、
国
際
金

融
都
市
国
家
で
あ
る
だ
け
に
、
合
点
が
い
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。そ

し
て
、
第
三
は
、
日
本
で
は
こ
れ
ら
の
社
会
保
険
料
に
お

け
る
使
用
者
の
負
担
を
少
し
で
も
減
ら
そ
う
と
、
正
規
雇
用
者

を
雇
い
止
め
し
た
り
、
定
年
退
職
者
や
早
期
中
途
退
職
者
の
穴

埋
め
を
せ
ず
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
契
約
社
員
な
ど
非
正

規
雇
用
者
で
賄
っ
て
お
り
、
そ
の
割
合
は
２
０
１
５（
平
成
27
）

年
現
在
、
全
産
業
で
約
４
割
に
及
ん
で
お
り
、
社
会
保
険
財
政

の
持
続
可
能
性
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
半
面
、
財
務
省
の
法

人
企
業
統
計
に
よ
る
と
、
２
０
１
７（
平
成
29
）年
度
末
現
在
、

金
融
・
保
険
業
を
除
く
大
企
業
は
同
年
現
在
、
４
４
６
兆
２
４

９
６
億
円
の
利
益
剰
余
金
（
内
部
留
保
）
を
記
録
し
て
い
る
ほ

か
、
政
府
に
お
け
る
特
別
会
計
の
剰
余
金
や
積
立
金
な
ど
の
埋

蔵
金
も
利
活
用
し
て
お
ら
ず
、
安
倍
政
権
が
掲
げ
る
「
経
済
の

好
循
環
」
な
ど
掛
け
声
だ
け
で
、
労
働
分
配
が
機
能
し
て
い
な

い
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
日
本
の
労
使
折
半
の
社
会
保
険
料
は
基
本
的
に
厚
生

年
金
、
共
済
年
金
、
健
康
保
険
、
共
済
組
合
に
限
る
。
ま
た
、

図表1－9 社会保険料率の国際比較（勤労者）（2004年）

年金

13.934（1）

23.8

11.0（3）

12.8

12.4

19.5

老齢保険

16.35

6.55（6）

9.8

約7.7（2）

税負担の

ためなし

2.9（4）

労使折半

14.27（5）

13.55

0.75

12.8

約1.0（2）

1.7

1.4

国民保険制

度に統合

2.6

2.6

6.5

6.4

2.4

4.0

なし

なし

家族手当

（7）

5.4

労使とも

12.017

11.0

12.8

7.65

10.25

労使とも

20.985

9.7

32.0

医療

全て労使折半

全て労使折半

介護 雇用 その他 計

日本

労使

イギリス

労

使

アメリカ

労

使

ドイツ

労使

フランス

労

使

出所：厚生労働省資料をもとにJILPTが作成
出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構HP、2018年
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雇
用
保
険
の
保
険
料
は
２
０
１
９（
平
成
31
）年
度
、
失
業
等
給
付
分
は
労
使
折
半
で
各
１
０
０
０
分
の
３
（
建
設
・
農
林
水
産
・
清
酒
製

造
事
業
の
場
合
、
１
０
０
０
分
の
４
）
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
雇
用
二
事
業
（
雇
用
安
定
事
業
と
能
力
開
発
事
業
）
の
保
険
料
は
使
用

者
だ
け
に
対
し
、
１
０
０
０
分
の
３
（
同
１
０
０
０
分
の
４
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
失
業
し
た
労
働
者
の
早
期
の
再
就
職
に
努
め

る
べ
く
、
要
請
し
て
い
る
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
（
労
災
保
険
）
は
使
用
者
の
負
担
だ
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
使
用
者
に
労
災
の
発
生
の
防

止
に
努
め
る
べ
く
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
る
趣
旨
だ
か
ら
で
あ
る
13
。

７
「
専
業
主
婦
は
国
民
年
金
の
保
険
料
が
未
納
付
」
は
ウ
ソ
、

ホ
ン
ト
は
夫
が
加
入
す
る
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
の
制
度
全
体
で
負
担
し
て
い
る
。

そ
の
ワ
ケ
、
ズ
バ
リ
、
夫
が
会
社
員
や
公
務
員
、
私
学
教
職
員
で
第
２
号
被
保
険
者
と
し
て
基
礎
年
金
の
国
民
年
金
と
は
別
に
厚
生
年

金
や
共
済
年
金
に
二
重
加
入
し
、
毎
月
、
給
与
か
ら
保
険
料
（
掛
金
）
を
納
め
て
い
る
専
業
主
婦
の
妻
の
国
民
年
金
の
保
険
料
は
夫
が
加

入
し
て
い
る
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
の
制
度
全
体
で
負
担
し
て
い
る
た
め
、
専
業
主
婦
の
妻
が
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
の
保

険
料
を
納
め
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
働
き
の
女
性
な
ど
の
間
で
「
国
民
皆
年
金
で
あ
る
の
に
専
業
主
婦
が

国
民
年
金
の
保
険
料
を
支
払
わ
ず
、
65
歳
に
な
れ
ば
国
民
年
金
か
ら
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
の
は
不
公
平
だ
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ

る
が
、
や
や
も
す
れ
ば
無
償
と
思
わ
れ
が
ち
な
家
事
労
働
に
よ
る
「
内
助
の
功
」、
否
、
共
同
労
働
が
あ
る
か
ら
こ
そ
夫
は
働
く
こ
と
が
で

き
る
、
と
の
考
え
方
に
も
と
づ
く
措
置
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
専
業
主
婦
の
国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
の
義
務
化
に
よ
り
、
共
働
き
の
女
性
と
の
年
金
の
不
公
平
を
是
正
す
る
む
ね
の

指
摘
は
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
年
金
の
財
源
の
確
保
を
模
索
し
て
い
る
政
府
、
と
り
わ
け
、
財
務
省
を
喜
ば
せ
る
以
外
の
何
物
で
も
な
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図
表
1－
10

公
的
年
金
の
体
系

出
典
：
厚
生
労
働
省
H
P、
2018年




